
 
 

福井市社会福祉審議会児童福祉専門分科会運営要綱（案） 

 

 （趣旨）  

第１条 この要綱は、福井市社会福祉審議会条例（平成３０年福井市条例第４４号）及

び福井市社会福祉審議会運営規程に定めるもののほか、福井市社会福祉審議会児童福

祉専門分科会（以下「専門分科会」という。）の運営に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

 （組織） 

第２条 専門分科会は、次に掲げる者のうちから２０名以内で組織する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 事業主を代表する者 

(3) 労働者を代表する者 

(4) 児童福祉に関係する事業に従事する者 

(5) 学校教育に従事する者 

(6) 母子・父子・寡婦の福祉に関係する事業に従事する者 

(7) 地域において子育て支援に従事する者 

(8) 男女共同参画に関係する事業に従事する者 

(9) 子どもの保護者 

(10) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

 （調査審議事項） 

第３条 専門分科会は、次に掲げる事項について調査審議する。 

(1) 社会福祉法（平成２６年法律第４５号）第１２条第１項に規定する児童福祉に

関する事項 

(2) 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第７７条第１項第１号に規

定する特定教育・保育施設の利用定員の設定及び第２号に規定する特定地域型保育

事業の利用定員の設定に関する事項 

(3) 子ども・子育て支援法第７７条第１項第３号に規定する市町村子ども・子育て

支援事業計画の策定又は変更に関する事項 

(4) 子ども・子育て支援法第７７条第１項第４号に規定する市町村における子ど

も・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該

施策の実施状況に関する事項 

(5) 次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）第８条第３項及び第

４項に規定する市町村行動計画の策定又は変更に関する事項 

(6) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第８条第８項に規定する芸能、出版

物、玩具、遊戯等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等

に対する必要な勧告に関する事項 



 
 

(7) 児童福祉法第３４条の１５第４項に規定する家庭的保育事業等の認可に関する

事項 

(8) 児童福祉法第３５条第６項に規定する保育所の設置認可に関する事項 

(9) 児童福祉法第４６条第４項に規定する児童福祉施設の事業の停止命令に関する

事項 

(10) 児童福祉法第５９条第５項に規定する無届又は無認可の児童福祉施設の事業

停止又は施設の閉鎖命令に関する事項 

(11) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平

成１８年法律第７７号）第１７条第３項に規定する幼保連携型認定こども園の設置

又は廃止等、第２１条第２項に規定する幼保連携型認定こども園の事業の停止又は

施設の閉鎖命令及び第２２条第２項に規定する幼保連携型認定こども園の認可の

取消しに関する事項 

(12) 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令（昭和３９年政令第２２４号）第１３条

に規定する母子福祉資金貸付金の貸付けの停止に関する事項 

(13) 前各号に掲げるもののほか、児童の福祉並びに母子及び父子並びに寡婦の福祉

について市長が必要と認める事項 

２ 前項第２号の利用定員の設定、同項第７号の家庭的保育事業等の認可、同項第８号

の保育所の設置認可及び同条第１１号の幼保連携型認定こども園の設置認可に際し、

本市の施設整備に関する補助金の交付を必要とする場合は、当該補助金に係る予算の

編成時までに、設置の必要性について調査審議を行うものとする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和元年６月２１日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。 

資料１ 


